
四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

令和２年１０月１日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第６１号 

四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規 

則 

四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成３１年四日市市規

則第２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（使用の許可） 

第９条 市長は、総合体育館の使用を許

可したときは、専用使用の場合にあっ

ては四日市市公共施設使用許可書（第

４号様式）を、個人使用の場合にあっ

ては、四日市市総合体育館個人使用券

（第５号様式から第７号様式まで）を

申請者に交付するものとする。 

２ （略） 

（使用の許可） 

第９条 市長は、総合体育館の使用を許

可したときは、専用使用の場合にあっ

ては四日市市公共施設使用許可書（第

４号様式）を、個人使用の場合にあっ

ては、四日市市総合体育館個人使用券

（第５号様式及び第６号様式）を申請

者に交付するものとする。 

２ （略） 

  

（使用の変更等） 

第１０条 使用者は、使用許可書に記載

された事項を変更し、又は使用を取り

消そうとするときは、四日市市公共施

設使用変更（取消）・還付申請書（第８

号様式。以下「変更・還付申請書」とい

う。）に使用許可書を添えて、市長に申

請しなければならない。 

２ （略） 

（使用の変更等） 

第１０条 使用者は、使用許可書に記載

された事項を変更し、又は使用を取り

消そうとするときは、四日市市公共施

設使用変更（取消）・還付申請書（第７

号様式。以下「変更・還付申請書」とい

う。）に使用許可書を添えて、市長に申

請しなければならない。 

２ （略） 

  

（使用料の減免） （使用料の減免） 



第１２条 使用料の減免を受けようとす

る者は、四日市市公共施設使用料減免

申請書（第９号様式）に減免を必要と

する理由を記載し、市長に申請しなけ

ればならない。 

第１２条 使用料の減免を受けようとす

る者は、四日市市公共施設使用料減免

申請書（第８号様式）に減免を必要と

する理由を記載し、市長に申請しなけ

ればならない。 

  

 

 第５号様式から第８号様式までを次のように改める。 

 



第５号様式（第９条関係） 

（表紙表） 

発行日 年  月  日        №     

 

  競 技 名    
 
  利用者区分    
 

入場時刻  時  分     金額    円 

  四日市市総合体育館        №  

                   

※ 本券切離し無効   

                四日市市 市長 

 



第６号様式（第９条関係） 

（表紙表） 

四日市市総合体育館共通回数使用券        №      
 
  使用できる施設  四日市市総合体育館 アリーナ・弓道場・多目的室 
 
                

  有 効 期 間      年  月  日まで 

                                円 
 
                  （上記金額には消費税を含んでいます。） 

※ 本券切離し無効   

                四日市市長 

 

（表紙裏） 

注 意 事 項 
 
１ 本券の使用区分は、次のとおりとします。 
 
    １回２時間につき１枚 
 
 
２ 入退場及び係員が求めたときは、本券を提示してください。 
 
３ 本券を紛失したときは、改めて料金を申し受けます。 
 
４ 本券は、入場前に切り離すと無効になります。 
 
５ 本券発行後の払戻しはできません。 

 

 

                  （回数使用券） 

 



第７号様式（第９条関係） 

（表紙表） 

四日市市総合体育館共通回数使用券        №      
 
  使用できる施設  四日市市総合体育館 トレーニングルーム 
 
                

  有 効 期 間      年  月  日まで 

                                円 
 
                  （上記金額には消費税を含んでいます。） 

※ 本券切離し無効   

四日市市 市長 

 

（表紙裏） 

注 意 事 項 
 
１ 本券の使用区分は、次のとおりとします。 
 
    １回２時間につき１枚 
 
 
２ 入退場及び係員が求めたときは、本券を提示してください。 
 
３ 本券を紛失したときは、改めて料金を申し受けます。 
 
４ 本券は、入場前に切り離すと無効になります。 
 
５ 本券発行後の払戻しはできません。 

 

 

（回数使用券） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市総合体育館トレーニングルーム 回数使用券 
 
使用日       退場時刻 



第８号様式（第 10条関係） 

四日市市公共施設使用変更（取消）・還付申請書 

  年  月  日 

利用者番号            

利用者名／団体名 

申 請 者            印 

住 所 

電話番号 

次のとおり、使用料の変更（取消）・還付を申請します。 

 施 設   

 
 調 定 額 納 入 済 額 還 付 対 象 額  

 円 円 円 
 

 

 No 施設内の場所 利用日時 状態 取消・変更理由 還 付 
対象額 還付率 還付額 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 返還額・還付額 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第８号様式の次に次の１様式を加える。 



第９号様式（第 12条関係） 

四日市市公共施設使用料減免申請書 

年  月  日 

 
利用者番号 

           

利用者名／団体名 

住 所 

電話番号 

次のとおり、使用料の減免を受けたいので申請します。 

 受 付 番 号   

 施 設   

 施 設 内 の 場 所   

 利 用 目 的   

 （行 事名称）   

 利 用 日 時 年  月  日（  曜）  時  分～  時  分  

 
利 用 料 金 

減 免 前 利 用 料 減 免 額 合 計  

 円 円 円  

 減 免 理 由   

   

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 

（スポーツ・国体推進部スポーツ課） 


